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１．開会のことば

２．議長あいさつ

３．【第１部】議会報告会

・教育文化常任委員会

・保健福祉常任委員会

・環境建設常任委員会

・予算常任委員会

４．【第２部】意見交換会

・総務企画常任委員会

５．意見交換会まとめ

６．閉会のことば



議会のことを知ってもらうために

本会議や委員会に
ついて、実際の会議を見ることができ
ます。
牛久市役所５階に傍聴席があり、中学
生以上の方は誰でも傍聴することがで
きます。

パソコンやスマートフォン
でも見られます！

WEB版
議会だより

牛久市議会だよりで検索

牛久市議会では年に４回
「牛久市議会だより」を発行し
て、市内の全世帯に配布してい
ます。議論された内容や一般質
問のほか、議会の活動報告など
を紹介しています。

本会議の録画映像をYouTubeで配信
しています。
発言している議員や市長などを映像
で見ることができます。

牛久市議会公式チャンネル

「牛久市議会YouTube」
で検索

会議などにおいて実際に発言した
言葉を文章にしたものを会議録と
いいます。牛久市議会では、本会
議と委員会の会議録をホームペー
ジに掲載しています。

会議録はこちら

牛久市議会ホームページでは、
議員名簿や議会の予定、政務活動費
などさまざまな報告を行っています。

傍 聴
議会だより

YouTube
会議録

ホームページ



テーマ：公共交通
委員長 副委員長
杉森弘之 磯山和男 黒木のぶ子 石原幸雄 遠藤憲子 山本伸子 鈴木勝利



①コミュニティバス かっぱ号
市民の声・・・

〇細い道のルートも通れる車両の小
型化（ワゴン車）を検討してほしい

〇免許返納者が増えているので、ま
だかっぱ号が通っていない行政区も
検討を。

課題としては・・・

〇令和２年から始まったひたち野う
しくルートの利用者が少ないため、
事業収支への影響が出ている。

９ルートを
６台の車両で編成

（出典：牛久市地域公共交通会議〔R5.5.29開催〕資料より令和４年度実績）



②乗合タクシー うしタク
市民の声・・・

〇電話で予約をしてもなかなか予約が
とれない。
〇運賃７００円が高い。
〇牛久市外の病院にも行けるようにし
てほしい。

課題としては・・・

〇朝９時と１０時の利用が集中してい
るため、予約を断らざるを得ない状況
がある。
〇利用者の８５％が６５歳以上の高齢
者で、病院への利用が６５％と最も多
い。高齢者の足としてのうしタクの役
割を認識したうえでの運用の改善。

【基本運賃】
３００円 １９自治体
５００円 １３自治体
４００円 ３自治体

セダン２台
ワゴン１台

合計３台での運用



③その他の公共交通
市民の声・・・

〇タクシーは運賃が高いし、いく
らになるのかわからなくて不安。

〇刈谷や小坂団地の路線バスが土
日祝日の運行をやめてしまった。

課題としては・・・

〇令和６年４月からの運送業にお
ける働き方改革もあり、さらなる
路線バスのダイヤ見直しが予想さ
れる。

・タクシー
・民間バス
・総合福祉センター巡回バス（８コース）
・ボランティア移送サービス
（岡田小区/牛久二小区/向台小区）

・稲敷エリア広域バス
・福祉有償運送



委員会で議論していること
１．かっぱ号の課題

・現在運行していない地域への拡充の希望がある一方で、乗車率の低い
ルートもある。地域住民の特性を生かしたルートの見直しが必要。

２．うしタクの課題

・朝９時、１０時の利用が集中しており主な行先は病院である。高齢者の
足として重要な役割であることから集中時間帯の増車の検討が必要。

・７００円の料金が他の自治体に比べても高いことが改善できないか。

３．公共交通全般の課題

・運転手の働き方改革等で路線バスも今の便数を維持することが困難にな
る可能性がある。市民の社会活動、生活を維持していくためどこまで公共
交通に自治体が負担をしていくべきか、市民も含めた議論が必要では。



先進地の取り組みを視察
11月９日、10日

高齢者の足としての公共交通から、

通勤通学、買い物、子どもの送迎など、

すべての人が社会参加しやすい環境の整備としての公共交通

秋田県大館市で始まった新しい移動サービス

例えば・・・

半径約２キロの圏内に２６０か所もの乗降ポイントがあり利用できる。

８時から１９時までの時間運行。

毎月５０００円定額乗り放題プラン、回数券プランなどがある。

mobi



教育文化常任委員会
委員長 伊藤裕一 副委員長 髙嶋基樹

委 員 杉森弘之 藤田尚美 甲斐徳之助 大森和夫 水梨伸晃

おくの義務教育学校施設
一体型建設事業について

2020年4月 おくの義務教育学校開校

（旧奥野小と旧牛久二中）

特 徴

〇小規模特認校
・校区は牛久市内全域
・特色ある教育カリキュラム

〇ユネスコスクール認定校
・平和や国際的な連携を実践
・SDGsの取り組み

※完成イメージ



一体型建設事業とは？
現在の北校舎（旧奥野小）と南校舎（旧牛久二中）の建物等を、一体型施設として整備する。

計画の目標

・こどもたちの９年間の成長を支える学習環境を整える

・低学年から高学年まで幅広い学年を受け入れる場所をつくる

・地域と共にある学校づくりとして、学校と地域とが関わりを持てる場所を計画する

工事について

校舎の特徴

・教室からの眺望の変化で９年間の成長を実感できる環境

・インクルーシブデザイン

・図書館を学校の中心に配置しアクティブラーニングを支える

・昇降口の近くにエレベーターを設置、多機能トイレを各階適所に配置などバリアフリー動線の確保
・地域活動にも使える諸室（多目的室や地域活動室）を配置

南校舎の敷地に校舎をまとめ、1年生から9年生が一緒に学ぶことができる環境へ。令和7年完成予定

・既存校舎を最大限に有効活用するため、既存校舎については長寿命化改修を実施

・統合により不足する分については新増築を実施

・工事計画：（令和3年度）基本設計業務（令和4年度）実施設計業務（令和5・６年度）工事

・工期の確保やコスト削減のため仮校舎を建設しない



定例会での動き①

その他 基本・実施設計費 92,000千円

工事内容と費用 （単位：千円）

この内容に対し、附帯決議を提出
議会の
動き

（令和5年第1回定例会より）

※次ページに決議案の内容

出典元：学校教育課作成資料
（令和５年3月20日時点概算額）
（予算常任委員会の執行部答弁）



定例会での動き②
（令和5年第3回臨時会より）

工事請負契約の締結に係る議決

議案第53号 工期１建設工事

1,796,300千円

議案第54号 工期１電気設備工事
363,000千円

議案第53号 工期１機械設備工事

382,800千円

（令和5年第1回定例会より）

附帯決議（決議案第２号）の内容について
おくの義務教育学校の施設整備にあたり、将来に

わたって市の財政負担になることのないよう、予算
の執行にあたり、以下の事項を求めるもの。
①経費の削減や事業実施時期についての検討
②地域の核となる開かれた学校として、市民活動に
資する利用ができるような運用体制の構築

③旧奥野小の利活用については、地域住民等から
意見を聞き、奥野地区に求められる機能を整備し、
進捗状況の報告、情報共有を図ること

最小の経費で最大の効果を目
指すことは、行政組織として
当然である。

物価高騰の折、総事業費38億
円は事業内容相当である。

特色ある教育を推進し、奥野
地区の地域振興に繋げるため
計画通り進めるべき。

今後厳しい財政状況の中、将
来に渡って、市の財政負担に
なることのないようにすべき
である。

おくの義務教育学校にふさわ
しい施設整備を行うとともに

賛成討論 反対討論

（イメージ 写真AC）



令和５年10月より増築部分の
工事を開始予定。令和６年６月内装工事まで終了

令和６年夏休み以降、

既存校舎の長寿命化
改修

令和６年夏休み明け
児童及び生徒は、増築した
校舎を使用

令和7年

完成
増築部分工事 既存校舎長寿命化改修

増築校舎を利用

令和5年10月 令和6年6月以降
図面出典：学校教育課「市民説明会資料」

※工期は現時点での予定であり変更の可能性があります。



材料費の高騰などがある中、今実施する理由は？
・義務教育学校設立から6年以内（令和７年度末）に完成することで有利な国庫
補助率が適用される

・児童生徒のより良い教育現場であることを最優先に考えた結果

今後の児童生徒数を予測し、規模を縮小しては？
・小規模特認校として、今後も市内全域から児童生徒を募集
各学年２クラスを目途に計画しているため、現在の設計が必要

コストを抑えるための努力は？
・実施設計の内容について、建築士資格を有する職員が何度も精査を行っている
・フローリングや羽目板などの内装材について、特注品ではなく、メーカーの
標準品から選定をして設計

・教室や廊下など、使い分けをせず、なるべく広い範囲で使えるようにした

質 問

質 問

質 問

北校舎（旧奥野小）の跡地利用について
他自治体の事例なども調査・研究し、この地域に求められる機能を検証し、
地域の意見を踏まえながら、庁内に検討委員会を設け、検討を進めていく。

質 問

これまでの議会
において多くの
議員から質問
された内容



テーマ：「ケアラー・ヤングケアラーを知っていますか！」

• ケアラーとは、心や身体に不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世話」
「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償で
ケアする人のことです。

(一般社団法人日本ケアラー連盟ホームページより）

• ケアラーのうち、本来、大人が担うとされている家事や家族の世話などを
を日常的に行っている18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」といいます。

保健福祉常任委員会 委員長 遠藤 憲子 副委員長 出澤 大

委員 柳井 哲也 須藤 京子 藤田 尚美 甲斐 徳之助 加藤 政之





【ヤングケアラー実態調査】 児童・生徒・学校への県のアンケートから

小学生 中学生 全日制
高校生

定時制
高校生

通信制
高校生

県調査 9.6% 4.5% 3.6% 9.4% 12.3%

＊国調査 6.5％ 5.7% 4.1% 8.5% 11%

③ヤングケアラーが求める支援
・自分の話を聞いてほしい
・学校の勉強や受験勉強など学習のサポート
・自由に使える時間が欲しいなど

•④ケアについて相談した経験は
・６割～７割が相談したことがない

茨城県では令和４年4月～7月、実態調査を実施。
世話をしている家族は、「きょうだい」の割合が高く、
次いで「父母」「祖父母」となっている・
県内にも一定数のヤングケアラーが存在している

＊国調査は、厚生労働省が令和2～3年に実施した
ヤングケアラー実態調査を指す

①ケア（世話）の内容・対象・頻度など
・家事（食事の準備、掃除、洗濯等）
・きょうだいの世話や保育園等の送迎
・外出の付き添い、見守り、感情面のサポート、話し相手

②ケアの影響
・自分の時間が取れない、宿題や勉強の時間が取れない
・学校にいけない、友人と遊べない
・睡眠が十分にとれない、進路を変更したなど

世話をしている家族の有無



ケアラー・ヤングケアラー支援の主な課題

①早期発見・早期把握

・周囲の大人や支援する側が気づき・
見つけること
・家庭内の問題であり、表面化しない
・ヤングケアラーは本人が自覚してい
ない場合がある
（家族のこと は家族でするのが当然

という考えがある）

②適切な支援へのつなぎ

・関係機関が連携し、適切な支援につなぐ
・どこに相談していいか、わからない
・活用できる福祉サービスが十分に活用さ
れていない

【学校への県のアンケートから】

①学校におけるヤングケアラー認知度は高い。

ただし、意識して対応している学校は半数程

②ヤングケアラー支援に必要なこと

・児童・生徒・教職員がヤングケラーについて知ること

・支援について相談できる窓口があること
・子どもが教職員に相談しやすい環境づくり
・スクールソーシャルワーカー等の専門職配置の充実など



• 全国では、令和5年6月27日現在、19の道県・市町の自治体がケアラー条例を制定。

（北海道・鳥取県・埼玉県など、栗山町、浦河町、白河市など）

• 茨城県は、令和3年12月14日、「茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きや
すい社会を実現するための条例」を制定。

• 目的や定義、基本理念とともに、県の責務、市町村との連携など定めている。

• 県は、市町村の主体的な取り組みの支援を行い、特に、ヤングケアラーに関しては、早期
発見、早期支援につなげるような教育・福祉の分野との連携や、学校間の連携に必要な施
策を講じるよう努めると謳っている。

• 知事は計画的に推進するため、県推進計画を策定、必要な項目を定めている。

茨城県の条例制定と推進計画、市町村との連携



ヤングケラー支援の古河市の具体的な例から

• 古河市では、令和5年4月1日より、古河市社会福祉協議会に委託し、ヤングケア
ラーコーディネーターを配置しで、相談窓口を開設している。

相談は、ヤングケアラー本人、家族、地域の人、関係機関などから受けている。

県で予算化し、国の事業として予算措置している。現在は１自治体だが、県では、

44市町村に推進計画を広げていきたいと考えている。

• そのために予算措置、人的要請、SSW（スクールソーシャルワーカー）など

• 他には、NPO法人との意見交換も今後も検討中



環境建設常任委員会

委員長 池辺 己実夫
副委員長 加藤 政之

石原 幸雄
柳井 哲也
小松崎 伸
塚原 正彦
伊藤 知子



環境建設常任委員会で審議するテーマ

建 設 部

環境経済部

都市計画

建築住宅

道路整備

空家対策

下 水 道

環境政策

農業政策

廃棄物対策

商工観光



下水道の役割と経営原則

「この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項
並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の
管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健
全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の
水質の保全に資することを目的とする。」（下水道法第１条）

①下水道の４つの役割

②下水道事業の経営の基本的な考え方

下水道は、市が使用料を徴収し
て運営する公営企業

受益者負担の原則
独立採算制による事業運営

🔹雨水公費、汚水私費の原則🔹

雨水処理（浸水防除）

経営の原則

公費（税金）負担

汚水（生活排水）

私費（使用料）負担



牛久市の下水道経営
①牛久市の下水道事業の概要

②牛久市の下水道事業の経営課題

下水道施設の老朽化
による更新・改築

維持・更新費用増加

人口減少・高齢化

料金収入の減少

++ +

一般財源から補填21.3％

令和6年から10年の資金不足予想



令和６年４月下水道使用料の改定料金
健全な事業運営と長期的に安定したサービスを提供するため、下水道の使用料の値上げが必要と判断し条例の改正を
可決しました。



太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

日あたりのよい
立地であれば
場所を選ばない

土地を大面積に
わたっておおう

傾斜地、樹木地など
への立地
・南向き斜面の山林

【事業立地の状況】

大規模未利用地
への立地
・埋立地、干拓地
・工業団地
・ゴルフ場跡地
・耕作放棄地など

【太陽光発電導入要因】 【おもな影響要因】

樹木の伐採

太陽光パネル

土地の造成

【環境ダメージ】

動植物
生態系

廃棄物

景観

生活環境

水

地形
地質

自然エネルギー
への注目が高まる

太陽光発電の設を規制する
独⾃の条例がある県内の市町村

笠間市 つくば市 ⽯岡市 ⿓ケ崎市

⼟浦市 古河市 結城市 北茨城市
常陸太⽥市 守⾕市 境町 
かすみがうら市 五霞町 東海村 
桜川市 下妻市 ⽇⽴市 ⼤⼦町 

⼋千代町 坂東市 筑⻄市



牛久市議会予算常任委員会

委員長 黒木 のぶ子

副委員長 塚原 正彦

委員 須藤 京子

委員 小松崎 伸

委員 山本 伸子

委員 池辺 己実夫

委員 伊藤 裕一

委員 鈴木 勝利

委員 大森 和夫

委員 加藤 政之

委員 髙嶋 基樹



２ 牛久市の予算編成と決定までの流れ

１ 牛久市のお金の流れ

議会がチェックし審議！

・効果があるか

・市民を幸せにできるか



３ 歳入と歳出



４ 令和５年度の当初予算



５ 牛久市の財務状況と未来の人口予測



地方分権と地域社会の自立 生活者が主役の新しい地域社会をつくる

国・行政にやってもらう

自らのビションをかかげ、
目標とプランをつくり
それを実行する

住民が参画する

全国統一モデル 地域資源を活用したメニュー

稼ぐチカラ

役割分担

人への投資

これまでの自治体 これからの自治体

カネでやってもらう

経営する自治体

新しい富を育むデジタル田園都市

６ 地方分権時代の新しい視点による自治体経営へ


